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執行役員制度の導入及び定款の一部変更に関するお知らせ 

 
 
 当社は、平成 27 年 5 月 14 日開催の取締役会において、執行役員制度の導入及び平成 27 年 6 月

26日開催の第79回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、

下記の通りお知らせいたします。 
 

記 
 
１．執行役員制度の導入について 
（１）目 的 
    当社を取り巻く環境の変化やグローバル化に適切かつ迅速に対応するため、経営の意思決

定及び業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化することにより、経営機能と業務

執行機能の双方を強化することを目的とします。 
 
（２）制度の概要 
  ①執行役員は、取締役会が決定した会社の経営方針を執行する権限を委任された者で、取締役

会または代表取締役の統括の下に業務執行を分担して行う責任者とします。 
  ②執行役員の選任は取締役会で決議できるものとします。 
  ③取締役は執行役員を兼務できるものとします。 
  ④執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。 
 
（３）制度の導入時期 
    平成27年6月26日開催予定の第79回定時株主総会において下記2の定款変更議案が承

認可決されることを条件として、同総会終了後の取締役会において執行役員を選任いたしま

す。 
 
２．定款の一部変更について 
（１）変更の理由 
    上記「執行役員制度の導入」及び「社外取締役の選任」に伴い、以下の通り現行の定款を

一部変更いたします。 
  ①意思決定の迅速化を図るため、取締役員数の上限を縮減します。 
  ②役付取締役に関して、専務および常務は執行役員としての役位とするため、「専務取締役」及

び「常務取締役」を削除します。 



  ③取締役会が執行役員を選任し得る旨を明確化します。 
  ④社外取締役及び社外監査役との間に損害賠償責任を限定する契約を締結し得る旨を明確化し

ます。 
  ⑤上記の変更に伴い、章及び条数の変更を行います。 
 
（２）変更の内容 
 変更の内容は以下の通りです。             （下線部分は変更箇所を示します） 

現行定款 変更案 
（取締役の員数） 

第16条 当会社は取締役13名以内を置く。 

（取締役の員数） 

第16条 当会社は取締役9名以内を置く。 

（代表取締役及び役付取締役） 

第19条  （条文省略） 

     2 取締役会は、その決議によって、取締役会

長、取締役社長、各 1 名、取締役副社長、

専務取締役、常務取締役各若干名を選定す

ることができる。  

（代表取締役等） 

第19条  （条文省略） 

    2 取締役会は、その決議によって、取締役会

長、取締役社長、各 1 名、取締役副社長若

干名を選定することができる。 

（新設） （社外取締役の責任限定契約） 

第24条 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ

り、社外取締役との間に、任務を怠ったこと

による損害賠償責任を限定する契約を締結

することができる。ただし、当該契約に基づ

く責任の限度額は、法令が規定する額とす

る。 

（取締役会規定） 

第24条 （条文省略） 

（取締役会規定） 

第25条 （条文省略） 

現行定款 変更案 
（新設） 第5章 執行役員 

（執行役員） 

第26条  当会社は、取締役会の決議によって執行役員

を置くことができる。 

    2  執行役員の職務等については、取締役会が

別途定める執行役員規程に基づくものとす

る。 

第5章 監査役及び監査役会 第6章 監査役及び監査役会 

第25条から第30条 （条文省略） 第27条から第32条 （条文省略） 

（新設） （社外監査役の責任限定契約） 

第 33 条  当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に

より、社外監査役との間に、任務を怠ったこ

とによる損害賠償責任を限定する契約を締

結することができる。ただし、当該契約に基

づく責任の限度額は、法令が規定する額とす

る。 

（監査役会規定） 

第31条 （条文省略） 

（監査役会規定） 

第34条 （条文省略） 



現行定款 変更案 

第6章 計  算 第7章 計  算 

第32条から第34条 （条文省略） 第35条から第37条 （条文省略） 

 
（３）日程 
 本変更は、平成27年6月26日開催予定の第79回定時株主総会の決議を経て効力が発生します。 
 
 
 
 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


